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議案第２３号 

 

   令和元年生駒市議会第４回（８月）臨時会提出議案の意見について 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２

９条の規定により、教育委員会の意見を求める。 

 

  令和元年７月２９日提出 

                      生駒市教育委員会 

                      教育長 中 田 好 昭   

 

【提出議案】 

 ・令和元年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 ・生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条

例の制定について 

 ・生駒市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 ・生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について 

 ・（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契約の締結につ

いて（追加提案分） 
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議案第 49 号 

 

令和元年度生駒市一般会計補正予算（第２回） 

 

令和元年度生駒市の一般会計の補正予算（第２回）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０６，３２４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，６３９，９５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表地方債補正」による。 

 

令和元年８月１日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

 

                      

2



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

10 地方特例交付金       360,657        18,196       378,853

 2 子ども・子育て支援
臨時交付金

      245,522        18,196       263,718

15 国庫支出金     5,278,520       353,946     5,632,466

 1 国庫負担金     4,631,155        19,442     4,650,597

 2 国庫補助金       618,826       334,504       953,330

16 県支出金     2,827,248         9,721     2,836,969

 1 県負担金     1,826,870         9,721     1,836,591

19 繰入金     2,820,686       213,311     3,033,997

 1 基金繰入金     2,820,686       213,311     3,033,997

20 繰越金        99,857       -24,150        75,707

 1 繰越金        99,857       -24,150        75,707

22 市債     1,752,500       235,300     1,987,800

 1 市債     1,752,500       235,300     1,987,800

歳     入     合     計    38,833,627       806,324    39,639,951
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 3 民生費    15,520,608        30,750    15,551,358

 2 児童福祉費     6,875,396        30,750     6,906,146

 8 教育費     4,383,160       775,574     5,158,734

 4 幼稚園費       770,280        13,320       783,600

 6 保健体育費     1,510,417       762,254     2,272,671

歳     出     合     計    38,833,627       806,324    39,639,951
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追加 ［単位　千円］

第 ２ 表　地　方　債　補　正

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　　　率

生 駒 北 学 校
給食センター
整 備 事 業

235,300
証書借入
又　　は
証券発行

5.0％以内(ただし､利率
見直し方式で借り入れ
る場合について、利率
の見直しを行った後に
おいては、当該見直し
後の利率）

　政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものとす
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は低利に借換
えることができる。

償　還　の　方　法
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議案第 51 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に 

関する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年８月１日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する

条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」

という｡)に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に当た

って教育・保育給付認定保護者が負担すべき費用に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 小学校就学前子ども 法第６条第１項に規定する小学校就学前子どもを

いう。 

(2) 教育・保育給付認定保護者 法第２０条第４項に規定する教育・保育給付

認定保護者をいう。 

 (3) 特定教育・保育施設 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育施設を

㊢ 
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いう。 

 (4) 利用者負担額 法第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条

第３項第２号及び第３０条第２項第１号から第３号までに規定する政令で定

める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況そ

の他の事情を勘案して市が定める額をいう。 

 (5) 特定地域型保育事業 法第４３条第３項に規定する特定地域型保育事業

をいう。 

 (6) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号。以下「令」という｡)第４条第１項第１号に規定する教育認定子どもをい

う。 

 (7) 満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する満３歳以

上保育認定子どもをいう。 

 (8) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育

認定子どもをいう。 

 （利用者負担額） 

第３条 利用者負担額は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

 (1) 教育認定子ども又は満３歳以上保育認定子ども ０円 

 (2) 満３歳未満保育認定子ども 別表に定める額 

 （利用者負担額の減免） 

第４条 市長は、規則で定めるところにより、利用者負担額を減免することがで

きる。 

 （利用者負担額の還付） 

第５条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、規則で定める理由がある

と認めるときは、この限りでない。 
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 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （生駒市立幼稚園保育料徴収条例の廃止） 

２ 生駒市立幼稚園保育料徴収条例（昭和２５年４月生駒市条例第１６号）は、

廃止する。 

 （経過措置） 

３ 前項の規定による廃止前の生駒市立幼稚園保育料徴収条例の規定により徴収

すべき保育料については、なお従前の例による。 
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別表（第３条関係）  

各月初日に在籍する満３歳未満保育認定子ど

もの属する世帯の階層区分 
利用者負担額（月額） 

階層

区分 

定義 保 育 標 準 時

間の場合 

保 育 短 時 間

の場合 

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）に

よる被保護世帯（単給世帯を含む｡)及

び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成6年法律第30号）による支援給

付受給世帯 

円 

0 

円 

0 

Ｂ 市町村民税が非課税の世帯（Ａ階層の

世帯を除く｡) 

0 0 

Ｃ 1 市町村民税の額が均等割の額のみの世

帯（Ａ階層の世帯を除く｡) 

9,000 

(4,500) 

8,800 

(4,400) 

Ｃ 2 市 町 村 民

税 の 課 税

世帯（Ｃ 1

階 層 の 世

帯 を 除

く ｡)で あ

っ て 、 そ

の 額 の 区

分 が 次 の

区 分 に 該

当 す る 世

帯 （ Ａ 階

層 の 世 帯

を除く｡) 

市町村民税所得割合算額が

49,599円以下 

10,500 

(5,250) 

10,300 

(5,150) 

Ｃ 3 市町村民税所得割合算額が

49,600円以上51,499円以下 

12,000 

(6,000) 

11,700 

(5,850) 

Ｃ 4 市町村民税所得割合算額が

51,500円以上53,399円以下 

14,000 

(7,000) 

13,700 

(6,850) 

Ｃ 5 市町村民税所得割合算額が

53,400円以上60,399円以下 

16,000 

(8,000) 

15,700 

(7,850) 

Ｃ 6 市町村民税所得割合算額が

60,400円以上69,199円以下 

18,500 

(9,250) 

18,100 

(9,050) 

Ｃ 7 市町村民税所得割合算額が

69,200円以上86,799円以下 

21,000 

(10,500) 

20,600 

(10,300) 

Ｃ 8 市町村民税所得割合算額が

86,800円以上98,599円以下 

25,100 

(12,550) 

24,600 

(12,300) 

Ｃ 9 市町村民税所得割合算額が

98,600円 以 上 110,399円 以

下 

28,300 

(14,150) 

27,800 

(13,900) 

Ｃ 10 市町村民税所得割合算額が

110,400円以上122,099円以

下 

30,900 

(15,450) 

30,300 

(15,150) 
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Ｃ 11  市町村民税所得割合算額が

122,100円以上139,799円以

下 

33,600 

(16,800) 

33,000 

(16,500) 

Ｃ 12 市町村民税所得割合算額が

139,800円以上157,299円以

下 

36,400 

(18,200) 

35,700 

(17,850) 

Ｃ 13 市町村民税所得割合算額が

157,300円以上169,399円以

下 

39,000 

(19,500) 

38,300 

(19,150) 

Ｃ 14 市町村民税所得割合算額が

169,400円以上192,899円以

下 

42,400 

(21,200) 

41,600 

(20,800) 

Ｃ 15 市町村民税所得割合算額が

192,900円以上258,899円以

下 

45,700 

(22,850) 

44,900 

(22,450) 

Ｃ 16 市町村民税所得割合算額が

258,900円以上298,599円以

下 

49,300 

(24,650) 

48,400 

(24,200) 

Ｃ 17 市町村民税所得割合算額が

298,600円以上392,899円以

下 

61,600 

(30,800) 

60,500 

(30,250) 

Ｃ 18 市町村民税所得割合算額が

392,900円以上 

68,000 

(34,000) 

66,800 

(33,400) 

 備考 

  １ この表の「保育標準時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２

７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る｡)の場合をいう。 

  ２ この表の「保育短時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２０

０時間まで（１日当たり８時間までに限る｡)の場合をいう。 

  ３ この表の「均等割」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

  ４ この表の「市町村民税所得割合算額」とは、令第４条第２項第２号に規

定する市町村民税所得割合算額をいう。 
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  ５ ４月分から８月分までの利用者負担額にあっては前年度の市町村民税の

額により算定するものとし、９月分から翌年の３月分までの利用者負担額

にあっては当該年度の市町村民税の額により算定するものとする。 

  ６ この表の市町村民税の課税又は非課税の別及び市町村民税所得割合算額

を計算する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付

認定保護者と同一の世帯に属する者（以下「教育・保育給付認定保護者等」

という｡)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該教育・保

育給付認定保護者等を地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦

又は同項第１２号に規定する寡夫とみなして、同法第２９５条第１項（第

２号に係る部分に限る｡)並びに第３１４条の２第１項（第８号に係る部分

に限る｡)及び第３項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦

のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。 

   (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻（届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む｡)をしていない

もののうち、扶養親族（地方税法第２９２条第１項第９号に規定する扶

養親族をいう｡)又は規則で定める生計を一にする子（次号において「生

計を一にする子」という｡)を有するもの 

   (2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻（届出をしてい

ないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む｡)をしていない

もののうち、生計を一にする子を有し、かつ、前年の合計所得金額（地

方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額をいう｡)が５

００万円以下であるもの 

  ７ この表のＣ 2階層からＣ 18階層までにおける市町村民税所得割合算額を計

算する場合には、地方税法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに同法

附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の２第５項、第５条の
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５第２項及び第４５条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定

保護者等が所得割（同法第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。

以下同じ｡)の賦課期日において指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ｡)の区域内

に住所を有していた者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者等は、

当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有

していた者とみなす。 

  ８ Ｃ 1階層からＣ 18階層までの世帯であって、同一世帯から２人以上の小学

校就学前子どもが児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１

項に規定する保育所（以下「保育所」という｡)、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という｡)、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第７条第１項に規定する認定こども園（以下「認

定こども園」という｡)、学校教育法第７６条第２項に規定する特別支援学

校幼稚部（以下「特別支援学校幼稚部」という｡)若しくは児童福祉法第７

条第１項に規定する児童心理治療施設の通所部（以下「児童心理治療施設

通所部」という｡)に入所し、又は同法第６条の２の２第２項に規定する児

童発達支援（以下「児童発達支援」という｡)若しくは同条第３項に規定す

る医療型児童発達支援（以下「医療型児童発達支援」という｡)を利用して

いる場合において、次の表の第１欄に掲げる小学校就学前子どもが満３歳

未満保育認定子どもであるときは、同表の第２欄に掲げる額をその小学校

就学前子どもの利用者負担額とする。 
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第１欄 第２欄 

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、

特別支援学校幼稚部若しくは児

童心理治療施設通所部に入所し、

又は児童発達支援若しくは医療

型児童発達支援を利用している

小学校就学前子どものうち、年長

者（該当する小学校就学前子ども

が２人以上の場合は、そのうち１

人とする｡) 

別表に定める額（同表に定める括

弧内の額以外の額をいう｡) 

イ 保育所、幼稚園、認定こども園、

特別支援学校幼稚部若しくは児

童心理治療施設通所部に入所し、

又は児童発達支援若しくは医療

型児童発達支援を利用している

アに規定する小学校就学前子ど

も以外の小学校就学前子どもの

うち、年長者（該当する小学校就

学前子どもが２人以上の場合は、

そのうち１人とする｡) 

別表に定める括弧内の額 

ウ  ア及びイに規定する小学校就

学前子ども以外の小学校就学前

子ども 

０円 

  ９ 前項の規定にかかわらず、満３歳未満保育認定子どもの属する世帯が次

に掲げる世帯（以下「要保護者等世帯」という｡)である場合におけるこの

表の適用については、Ｃ 1階層からＣ 5階層までの世帯にあっては当該世帯

の利用者負担額は同表に定める括弧内の額とし、Ｃ 6階層の世帯及びＣ 7階

層のうち市町村民税所得割合算額が７７，１００円以下の世帯にあっては

当該世帯の利用者負担額は９，０００円とする。 

   (1) 母子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第６条第６項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの

世帯 

   (2) 父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項の配偶者の

ない男子で現に児童を扶養しているものの世帯 
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   (3) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯 

    ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障

害者手帳の交付を受けた者 

    イ 奈良県から療育手帳の交付を受けた者 

    ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

    エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受

給者 

   (4) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請により生活保護法に

規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯 

10 前２項の規定にかかわらず、特定被監護者等（令第１４条に規定する特

定被監護者等をいう。以下同じ｡)が２人以上いる場合におけるこの表の適

用については、満３歳未満保育認定子どもの属する世帯がＣ 1階層からＣ 4

階層までの世帯及びＣ 5階層のうち市町村民税所得割合算額が５７，６９９

円以下の世帯（要保護者等世帯を除く｡)の利用者負担額は、最年長の特定

被監護者等から順に２人目は同表に定める括弧内の額、３人目以降は０円

とし、満３歳未満保育認定子どもの属する世帯が要保護者等世帯であって

Ｃ 1階層からＣ 6階層までの世帯及びＣ 7階層のうち市町村民税所得割合算額

が７７，１００円以下の世帯の利用者負担額は、最年長の特定被監護者等

から順に２人目以降は０円とする。  
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議案第 52 号 

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年８月１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市立保育所条例の一部を改正する条例 

 生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

 題名を次のように改める。 

   生駒市立保育所の設置等に関する条例 

 第２条の表生駒市立みなみ保育園の項中「１２０人」を「２００人」に改める。 

 第４条から第４条の３までを削り、第５条を第４条とし、第６条を第５条とす

る。 

 別表を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第２条の表の改正

規定は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の生駒市立保育所条例の規定により納付すべき保育料については、な

お従前の例による。 

㊢ 
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議案第 53 号 

 

生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年８月１日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 生駒市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年１２月生駒市条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第８号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第９号中

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第１０号中「支

給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第２２号を第２

７号とし、第１６号から第２１号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１５号中「の

規定において」を「において」に改め、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認

定保護者」に改め、同号を同条第２０号とし、同条中第１４号を第１９号とし、

第１３号を第１８号とし、同条第１２号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」

に改め、同号を同条第１７号とし、同条中第１１号を第１６号とし、第１０号の

次に次の５号を加える。 

(11) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平

成２６年政令第２１３号。以下「令」という｡)第４条第１項に規定する満３

㊢ 
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歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 

(12) 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第２号に規定する特定

満３歳以上保育認定子どもをいう。 

(13) 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定する満３歳未満保育

認定子どもをいう。 

(14) 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に規定する市町村民税

所得割合算額をいう。 

(15) 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定する負担額算定基準子

どもをいう。 

第３条第１項中「適切な内容」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済

的負担の軽減について適切に配慮された内容」に改める。 

第４条の見出しを削る。 

第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「利用

者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する事項」に改める。 

第６条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第１項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項及び第３項中「支給

認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条第４項中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第８条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「支給認

定証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場

合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）

第７条第２項の規定による通知）」を加え、「支給認定の」を「教育・保育給付認

定の」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 
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第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改

め、同条第２項中「支給認定の」を「教育・保育給付認定の」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に改める。 

第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別利用教育を含む。以下この条及び次

条において同じ｡)」を削り、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者（満

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る｡)」に改め、「利

用者負担額（」の次に「満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者についての」を加え、「（特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合

にあっては法第２８条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特別利用

教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する市町村が定める額とす

る｡）」を削り、同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に、「規定する額（その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、

当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設が

特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用保育

に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、特

別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用教育に要した費用を

超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）」を「掲げる額」に改め、

同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条

第４項各号列記以外の部分中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改め、同項第３号中「に要する費用（法第１９条第１項第３号に掲げる小学校

就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第２号に掲げる小学
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校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る｡)」を「（次に掲げるもの

を除く｡)に要する費用」に改め、同号に次のように加える。 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一

の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)

に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

(ア) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７７,１０１円 

(イ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)

において同じ｡) ５７,７００円（令第４条第２項第６号に規定する特定

教育・保育給付認定保護者にあっては、７７,１０１円） 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教

育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年まで

に在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ｡)が同一の世帯に３人以上

いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食

の提供（アに該当するものを除く｡) 

(ア) 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修

了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く｡)で

ある者 

(イ) 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及

び２番目の年長者である者を除く｡)である者 
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ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 第１３条第４項第５号、第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改める。 

 第１４条第１項中「第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下

この項」を「第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９条及び

第３６条第３項」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。 

第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給

認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給

認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者」に改める。 

 第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第

１３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

 第２１条及び第２４条から第２６条までの規定中「支給認定子ども」を「教育・

保育給付認定子ども」に改める。 

第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子ども

に」に、「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・
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保育給付認定保護者」に改める。 

第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。 

第３０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第３項及び第４項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改める。 

第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した」を「の規定による」に改め、「に係る必要な

事項」を削り、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付

費（法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ｡)を、

それぞれ含む」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「と

する」を「と、第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用

の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を除く｡)」と、同号イ(イ)

中「除く」とあるのは「除き、特別利用保育を受ける者を含む」とする」に改め

る。 

第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付

費を、それぞれ含む」に、「と、第１３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲

げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る｡)」とあるのは
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「除く｡)」を「と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数」とあるのは「同項第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と、第１３条第２項中「法第

２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育

を受ける者を含む｡)」と、同号イ(イ)中「を除く」とあるのは「及び特別利用教

育を受ける者を除く」に改める。 

第３７条の見出しを削り、同条第１項中「のうち、家庭的保育事業にあっては

その」を「（事業所内保育事業を除く｡)の」に、「｡)の数を」を「｡)の数は、家庭

的保育事業にあっては」に改め、「小規模保育事業Ａ型をいう」の次に「。第４２

条第３項第１号において同じ」を加え、「同条」を「同条例第２７条」に改め、「小

規模保育事業Ｂ型をいう」の次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を加

え、「その利用定員の数を」を削り、「附則第４条」を「附則第３条」に改める。 

第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受ける費用

に関する事項」に改める。 

第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この

章において同じ｡)」に、「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 
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第４２条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、同項第１号中

「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号中「を

いう」の次に「。以下この条において同じ」を加え、同項第３号中「支給認定子

ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認

定子ども」に改め、同項を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、

第３７条第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のもの」を「（第３７条

第２項の規定により定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保

育所型事業所内保育事業」という｡)を行う者」に改め、同項を同条第７項とし、

同項の次に次の１項を加える。 

８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６条の３第１２項

第２号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの（附則第

４条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という｡)については、第１

項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

 第４２条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすと

認めるときは、前項第２号の規定を適用しないこととすることができる。 

 (1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う

者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

 (2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本来の業務の遂行に

支障が生じないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に掲げる事項に係る連
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携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所

（次号において「事業実施場所」という｡)以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者

等」という｡) 

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案

して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこと

とすることができる。 

５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項

に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る｡)

であって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協

力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている者の設置する施設

（児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務を目的とするものに限る｡) 

(2) 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同法第３９条第１項

に規定する業務を目的とする施設であって、同法第６条の３第９項第１号に

規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの 

第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下

この条及び第５０条において準用する第１４条において同じ｡)」を削り、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（当該特定地域型保育事業

者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規
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定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法

第３０条第２項第３号に規定する市町村が定める額とする｡)」を削り、同条第２

項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額が現

に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保

育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育

を提供する場合にあっては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額）を、

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育

に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の

額）」を削り、同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に改める。 

第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第

４３条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

第４７条第１項及び第２項ただし書き中「支給認定子ども」を「満３歳未満保

育認定子ども」に改める。 

第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、

同項第２号中「に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規

定による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改める。 

第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保

育事業所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１項」を「第１１条中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認

定子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同
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じ｡)」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第

１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第

１項」に、「第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項にお

いて同じ｡)」を「第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下この項、第１９条

及び第３６条第３項」に、「第３０条第１項に規定する特例地域型保育給付費を含

む。以下この項において同じ｡)」を「第２９条第１項の地域型保育給付費をいう。

以下この項及び第１９条」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費

の」と、同条第２項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保

育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」

に改める。 

第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第２項中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「同項

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満

保育認定子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子どもを」に

改め、同条第３項中「特別利用地域型保育を含むものとして、この章（第３９条

第２項及び第４０条第２項を除く｡)の規定を適用する」を「特別利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域

型保育給付費をいう。次条第３項において同じ｡)を、それぞれ含むものとして、

この章（第４０条第２項を除き、第５０条において準用する第８条から第１４条

まで（第１０条及び第１３条を除く。次条第３項において同じ｡)、第１７条から

第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む｡)の規定を適用する。この場

合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第１項第３号に

掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ｡)」とあるのは「同
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号又は同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子

ども（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあって

は、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む｡)」と、「法第２０条

第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利

用できるよう､｣とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当

該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるの

は「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第１９条第

１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者を除く｡)」と、同条第２項中「法第２９条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣が定め

る基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く｡)に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする」

に改める。 

第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ど

も」に改め、同条第３項中「特定利用地域型保育を含むものとして、この章の規

定を適用する」を「特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保

育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合にお

いて、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳未満
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保育認定子どもに限る｡)に係る教育・保育給付認定保護者に限る｡)」と、同条第

２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲

げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象

となる特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ど

もに係る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く｡)に要する費用」と

する」に改める。 

附則第２条第１項中「（法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施

設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする｡)をいう｡)」

とあるのは「定める額をいう｡)」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保

育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

ども（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項にお

いて同じ｡)から特定教育・保育（保育に限る。第１９条において同じ｡)を受ける

者を除く。以下この項において同じ｡)」に改め、「（法第２７条第３項第１号に規

定する額」とあるのは「（法附則第６条第３項の規定により読み替えられた法第２

８条第２項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所に

おける特定教育・保育（保育に限る｡)を除く｡)」に改める。 

附則第３条を削り、附則第４条を附則第３条とする。 

附則第５条中「特定地域型保育事業者」を「特定地域型保育事業者（特例保育

所型事業所内保育事業者を除く｡)」に、「５年」を「１０年」に改め、同条を附則

第４条とする。 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第 54 号 

 

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業に係る事業変更契約の締 

結について 

 

（仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業について、下記のとおり事業変

更契約を締結するため、民間資金等の活用による公共施設等の設備等の促進に関

する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定により、議会の議決を求

める。 

記 

１ 契 約 の 目 的  （仮称）生駒北学校給食センター整備運営事業 

２ 契 約 の 方 法  総合評価一般競争入札 

３ 契 約 金 額 

(1) 変更前    ６，８４８，３２２，００３円 

(2) 変更後    ６，７５６，５５８，９６７円 

４ 契約の相手方  生駒市谷田町８０８番地 

          株式会社生駒北学校給食サービス 

          代表取締役 山 本 徳 憲 

５ 契 約 期 間  契約の日から令和１６年７月３１日まで 

 

令和元年８月１日提出 

                      生駒市長 小 紫 雅 史   

 

                      

㊢ 
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